
2023年度グループ労使協議報告

Ⅰ．グループ労使協議の位置づけ

グループ人事政策に関わるHDS労使協議会は、グループ人事の推進を目的に人に関わる諸制度や働く環境の整備について

「グループ全体の方向性を協議・発信する場」として、HDSと組合本部のグループ労使間で開催しています。

2023年度は、「生産性（業績と処遇）の向上」と、従業員の「働きがいの向上、働きやすい環境の整備」に向けて、

「人事制度」および「働き方」に関わる項目について協議をおこなうとともに、多様化する価値観や三越伊勢丹グループの

タイバーシティ推進に向けた協議をおこなってきました。

Ⅱ．人に関わる諸制度

１．出向に関わる労働条件のあり方

会社戦略に基づく出向政策の目的を正しく従業員に伝えることで、人財活用の最大化を図り戦略実現へと繋げることを目

的とし、個々の出向案件の目的や雇用形態の違いを踏まえた出向命令の範囲や公平性・納得性を確保するための出向実施の

際の進め方や留意点等を明確化しました。

出向におけるフェーズと確認ポイント

＜前提＞

・出向は、グループ戦略に基づく出向政策の目的に従い計画する

・具体的な出向先の選定は、各社戦略との整合に基づき計画する

＜出向先の選定＞における確認事項

・出向先の選定にあたっては、本部労使において、「グループとしての基本的な労働条件」に適合しているかどうかの確

認 を行う。(早朝深夜に及ぶ業務や屋外での業務等) 

＜労働条件＞における確認事項

・出向期間中の労働条件は、「労働協約出向規定」をもとに、支部労使で確認を行う。

・グループ外出向時など、個別協議等が必要な場合は、その内容について支部労使で確認を行うとともに、必要に応じて

本部労使にて協議を行う

＜出向者の選定＞における確認事項

・出向者の選定においては、「雇用形態間の違い・バランス(均衡)」に十分に留意し、 特に本人同意が必要な雇用形態の

対応等にあたっては本人意思の確認等は慎重に行う。

・出向者の選定においては、自社における期待役割と出向先において担う役割・業務との整合性等を十分に配慮する

・従業員の納得性向上という観点から、社内公募等や、自己申告等の情報等を積極的に活用する

・出向者を選定する際は、当人のＣＤＰに十分に配慮するとともに、プライベートな事情にも配慮する

＜出向者への通知・出向後フォロー＞における確認事項

・出向者への通知は上司（上長）から必ず出向の目的と当人である理由を説明し、合わせて動機付けを行う

・業務スマホの貸与等、会社通達や連絡事項等が確実に伝わるとともに、出向者からも連絡が取れる環境をつくる

・出向後のフォローは、グループ内外への出向に関わらず、定期的に実施し、支部労使で出向者の仕事に対する心情の変

化や環境変化を共有する

本部労働福祉担当

２．ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの実現

メンバー一人ひとりのキャリアフェーズやライフワークバランスに寄り添った人事諸制度の拡充により、多様な “個”が活

躍し成長し続けられる環境を整備することで、企業の多様性につなげ、イノベーションを通じた企業の持続的な成長を実現

することを目的に以下の内容を協議しました。



ⅰ）「育児」ガイドラインの検討

社会的ニーズの拡大、周囲への影響度、各社の制度との整合を図るために、新たな育児ガイドラインを定めました。

項目 現行 拡充案

制度の背景と
なる考え方

※総合的に考慮
すべき観点

「セーフティーネット」
「人材確保・採用競争力の向上」
「早期のフルタイム復帰」
「現場の円滑な運営」

「セーフティーネット」
「人材確保（キャリア継続の推進）
・採用競争力の向上」

「早期のフルタイム復帰」
「現場の円滑な運営」

育児勤務

各社
制度制定
可能範囲

下
限

・小学校３年生の３月末まで
・在籍期間中、育児休業と通算して、
最長１０年に達する月の末日まで

・但し、末子の小学校就学月の前月末日まで
延長可能

子の人数にかかわらず、小学校３年生の3月末まで
※『育児（時短）勤務』または『短時間勤務（育児
事由）との組み合わせ』で小３の３月末まで取得可
能な制度とすること

上
限

・小学校４年生の３月末まで
・在籍期間中、育児休業と通算して、
最長１４年に達する月の末日まで

・但し、末子の小学校１年生の３月末まで
延長可能

・上限は設けない
・但し、そもそもの『育児』の定義として、対象を
“小学校卒業までの子”とする

育児勤務
範囲外の制度
制定

HDS及び本部労組にて前提状況を確認の上、
検討

新たに下限を下回る制度設計を検討する場合、
HDS及び本部労組にて前提状況を確認の上、
検討

フルタイム
早番固定勤務

規定なし
グループ全社が制度導入・拡充の協議すること

“子の人数にかかわらず小学校卒業まで”を推奨

短時間勤務
：育児事由

規定なし

育児勤務制度が上記下限以上であれば、
短時間勤務（育児事由）の導入は各社任意
（育児勤務制度または短時間勤務制度のいずれかに
より、上記下限以上の制度制定必須）

ⅱ）ライフイベント再雇用制度の拡充

“ライフイベントとキャリア継続に対する安心感”と“貴重な経験やスキルを持つ人財確保”の観点から、退職事由と再雇用

時の資格を拡充しました。

退職事由：“不妊治療”を追加（周囲に事情を開示する必要がなく安心して専念できる）

➪2024年4月以降の退職より開始する。

退職から一定年数（例：3年以内）の場合、ステージA・Bは従前の資格での再雇用が可能

➪詳細ルールは継続協議とし、上期中に決定と発信を目指す。（導入時期については各社で協議）

<「育児」に関するグループガイドライン>

ⅲ）時間単位年次有給休暇制度の導入

育児や介護だけではない、通院や役所の手続き、家庭の用事など、従業員の様々な事情に応じた「働き方（休み方）」の

柔軟性向上につながる新制度として時間単位有給休暇制度をすべてのグループ会社へ導入するガイドラインを合意しました。

（※制度詳細は次ページを参照）

ⅳ）遅刻・早退・外出の賃金控除ルールの変更

現在、フレックス制勤務を除く月給制社員には、遅刻・早退・外出による賃金控除において、１日の所定労働時間に達す

るまでは賃金を控除しないルールが設けられています。時給制社員とのバランスや時間単位の年次有給休暇制度を導入する

ことによって、やむを得ない事情による遅刻・早退・ 外出への柔軟な対応が可能となることから、遅刻、早退、外出の賃金

控除を1日単位から１分単位での控除へ変更します。



時間単位 （参考：半日単位）

制度の位置づけ 全グループ会社必須、全ての従業員対象（アルバイト除く）

取得日数上限 年間5日（半日単位とは別） 年間5日（時間単位とは別）

1単位の時間数 1時間
取得日の所定労働時間の1／2 （但し、取得日の
所定労働時間の1／2に 5分未満の端数がある場
合には、 5分未満の端数を切り上げ）

1日分の時間数
／回数

各人の1日の所定労働時間に相当する時間数に
なるごとに１日とカウント
1日の所定労働時間に1時間未満の端数が
ある場合には、端数を切り上げ

2回取得するごとに1日とカウント

休憩時間

取得2時間以下：当該日の所定休憩時間を付与
取得3時間以上：付与しない
※但し、実働6時間超：45分／8時間超：60分

付与しない
※但し、実働6時間超：45分／8時間超：60分

時間外勤務の実施により休憩が必要になった場合には、必ず拘束時間内に付与する

中抜けでの取得 可（半日と時間併用の場合は不可） 不可（半日と時間併用の場合も不可）

計画的な早出・
残業の禁止

原則行わせない（計画的な早出・残業は不可、接客等やむを得ない場合に限る）

失効後 ストック有給休暇への移行はしない

年５日の取得義務 対象とならない 対象となる

システム上の想定
一日の中で時間・半日の併用可能／上限以上の時間を申請するとアラート表示

上限時間数に対する残数表示あり 上限回数に対する残数表示なし

<時間単位有給休暇グループガイドライン>

ⅳ）その他の協議内容について

その他ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの実現については①ライフイベントと仕事の両立支援制度の整備、

②多様な“個”に向けた施策、③対象者や事由を限定しない短時間勤務、休暇・休業・休職制度の検討を行いました。例えば、

男性の育児休業の取得促進、介護と仕事の両立を推進するための積極的な情報提供、LGBTQ＋の理解促進などについて労使

で議論を行い推進しました。

３．60歳以降の活躍推進の検討

グループ各社が各事業ごとに抱える課題の解決のため、60歳以降の従業員が活躍できる雇用形態・働き方・処遇の整理を

行いました。引き続き、ガイドラインの見直しを検討するとともに今年度については複線型人事制度を導入している企業に

満65歳までの定年退職年齢を延長することを可とするガイドラインの追加を行いました。

グループ全社
必須要件

・定年退職年齢は満60歳とする
※グループ加入以前に65歳定年制だった企業は除く
『専門技能職社員を別体系で処遇する人事制度を導入している場合、HDS・組合本部と協議の上、
専門技能職社員の満65歳までの定年退職年齢の延長を可とする。（例：IMPDの技能社員など）』

・満65歳までの定年後再雇用制度を設け、「時給制」と「月給制」の両方を設置する
（エルダースタッフ制度、エルダーフェロー制度、エルダーSS制度など）
・満60歳以降の契約期間は、1年ごとの有期雇用契約ではなく、満65歳までの無期雇用契約とする
※ストック有休の定年後への持ち越しを制度化する(2021年度までにグループ全社導入済み)

制度拡充
する場合の
許容範囲

・70歳までの雇用延長を可とする（※高年齢者雇用安定法の努力義務(21年4月施行)の範囲）*1
・時給制社員のみ、定年退職年齢を65歳とすることを可とする *2
・後任人財の配置ができない場合、定年前年収の70％程度を支給することを条件に定年退職後も
定年退職前と同様の仕事（責任と権限）を担うことを可とする（本人確認必須）
※マネージャー、アシスタントマネージャー、外商セールス、特殊技能保有者等を想定

*1）現状「雇い止め年齢」が「65歳超」の会社は５社（70歳：札幌、IMFS ／ 67歳：函館、松山、IMBS）
*2）60歳定年前後で制度の差が小さく、60歳を境に制度を分ける必要性が低い場合の選択肢として



４．適正な労働時間管理の推進及び総実労働時間の短縮

安心して働くことのできる職場環境とライフワークバランスの実現のために、適正な時間管理の推進及び総実労働時間の

短縮について協議を行いました。

ⅰ）長時間労働者（時差時間・時間外）の解消へ向けた取り組み

グループ共通の取り組みによるガバナンス強化のため、グループ共通のモニタリング基準として「時差時間45時間超・時

差+時間外80時間超」の設定と、対象者発生時の「面談による原因と対策の確認とHDS報告」のフローを導入しました。ま

た、グループ共通・全雇用形態対象のe-ラーニングによる正しい知識と意識のアップデートを行いました。（受講率：

99.8%）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

時差時間45時間超 84.1% 83.5% 89.8% 84.0% 92.0% 69.3% 89.2%

時差+時間外80時間超 68.7% 90.7% 86.0% 79.5% 77.1% 75.9% 102.0%

<グループ共通のモニタリング基準における対象人数前年比>

ⅱ）勤怠システム刷新へ向けての検討

新システム要件定義のための労働時間に関わる制度や運用ルールの制定や見直しを協議しました。

（※ 例：時間単位年次有給休暇制度導入に合わせた半日・時間単位休暇の運用ルールの整備やフレックス タイム制勤務の

３ヵ月精算のしくみ）

ⅲ）総実労働時間の短縮（早期1700時間台の達成）

グループ部会を通じ各社の総実労働時間短縮へ向けた課題と対策の確認、促進、各社状況の整理を行いました。

５．風土改革の推進（対話風土の醸成と相互尊重の推進）

多様な個々人一人ひとりがこれまで以上に 「ひとの力」を発揮するためには対話風土に加えて、相互尊重の推進も不可欠

であることを労使で確認をしました。グループ各社の取り組みについて「心理的安全性」の観点を取り入れた目指す姿に合

わせるように引き続き整理を行います。また１on１ミーティングの継続的な推進、DE＆I・アンコンシャスバイアスについ

ての知識取得とマインドの醸成も行いました。

「チーム・組織の目標達成のために、チャレンジングなコミュニケーション※を安心して行える状態」 ※チャレンジン

グなコミュニケーションとは相手を信頼し目標達成のために率直な意見や懸念、疑問点や初歩的な質問を投げかけるこ

とができ、罰せられたり屈辱を与えられる心配なく互いに自身の力不足や失敗を開示、受容すること

【心理的安全性が不足していると発生する4つの不安】

■無知と思われる不安

■無能と思われる不安

■邪魔/迷惑と思われる不安

■ネガティブと思われる不安

【心理的安全性を高める4つの因子】

■話しやすさ

■助け合い

■挑戦

■新奇歓迎

<心理的安全性とは>

６．“介護”にかかる制度における、対象家族『配偶者』の再定義

育児介護休業法においては、“介護休業”、“介護勤務”、“介護休暇”、“介護のための時間外労働の制限”の対象家族のうち、

『配偶者』に関しては、法律婚に準ずる『事実婚』も対象となっています。これを踏まえて、三越伊勢丹グループの“介護”

にかかるその他の制度における対象家族『配偶者』に関しては、全て『事実婚』も含むこととしました。（事実婚は『世帯

同一であること（世帯全体の住民票の提出）』を以て確認することとする）

対象となる制度：短時間勤務制度、ストック有給休暇制度



７．ハラスメント撲滅に向けた取り組み

労使共同宣言にも掲げられている安心して働くことができる職場環境が構築されるためには、①心理的安全性の向上、②

全従業員の知識と意識のさらなる向上、③取り組みの促進施策・効果拡大施策・体制整備の３点が必要であると労使で確認

をして具体的な取り組みを行いました。

例えば、１on１ミーティングの促進、年間２回のeラーニングと結果を踏まえた情報発信、また各社との連携を図るため

に各社のハラスメント防止対策委員会への参加を行い双方の状況把握や情報共有などを行いハラスメント撲滅に取り組みま

した。

Ⅲ．今後の主な労使協議事項について

• 会社戦略実現へ向けた必要人事賃金制度項目の検討

• グループ連邦を推進する評価・報酬制度のあり方の検討

• 60歳以降の活躍推進の研究

• ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの実現

• 福利厚生メニューの再整備

• 適正な労働時間管理の推進及び総実労働時間の短縮

• 風土改革の推進

• ハラスメント撲滅に向けた取り組み

• 導入済制度の運用確認と検証

• 法改正に伴う対応

Ⅳ．今後のスケジュール

HDSと組合本部は2024年3月19日（火）開催予定のHDS労使専門協議会にて上記項目を中心に2024年度労使通年協議内

容を確認し、2024年度の労使通年協議へとつなげます。
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